


 
 

（表紙の裏・白紙）  



 
 

（表紙の裏・白紙）   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆ 目 次 ◆ 

１ 雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応 

２ 多様な人材の活躍促進 

３ 誰もが健康で生き生きと働ける職場づくり 

労働行政を取り巻く状況 

 
現下の労働行政の最大の課題は、⾧期化する新型コロナウイルス感染症への対応で

すが、また同時に、少子高齢化・生産年齢人口の減少という我が国の構造的な課題が
ある中で、国民一人ひとりが豊かで生き生きと暮らせる社会を作るためには、成⾧と
分配の好循環による持続可能な経済社会の実現が不可欠です。 

 
そのためには、労働生産性と労働分配率の一層の向上が必要であり、人材ニーズに

柔軟に対応した人材開発、成⾧分野への労働移動の円滑化支援といった 「人への投資」
や、賃上げしやすい環境整備などに取り組むことが重要です。 

 
成⾧と分配の好循環による「新しい資本主義」の実現のためにも、労働行政が果た

すべき役割は大きくなっています。このことをしっかりと自覚し、各施策を適正かつ
迅速に推進していきます。 
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11..雇雇用用のの維維持持・・在在籍籍型型出出向向のの取取組組へへのの支支援援 
 
(１) 助成金制度の活用促進 

雇用調整助成金(対象：雇用保険被保険者)・
緊急雇用安定助成金(対象 ：雇用保険被保険者以
外)により、休業のほか、教育訓練、出向を通じ
て雇用維持に取り組む事業主を支援します。 

令和３年度では、埼玉県内の企業から、この
２つの助成金の支給申請が 1 か月当たり 8,000
～10,000 件程あり、雇用情勢の急激な悪化が回
避されています。 

 

 
埼玉労働局調べ 

 
また、休業させられた労働者のうち、休業手

当の支払いを受けることができなかった方に
対しては、新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金を支給します。 

さらに、小学校休業等対応助成金により、新
型コロナウイルス感染症による小学校等の臨
時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事
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雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金とは 
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀

なくされた事業主が、労働者に一時的に休業
等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合
に、休業手当等の一部を助成する制度です。 

令和２年１月 24 日から新型コロナウイル
ス感染症の影響を受ける事業主に、受給要件
の緩和、助成率や助成額の引き上げなどの措
置を実施しています。 

１ 雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応 

 
＜課題＞ 
 新型コロナウイルス感染症の影響等により、休業を余儀なくされた労働者の雇用維持・継続 
 依然として存在する人手不足分野に対する人材確保対策 
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を休まざるを得ない保護者が希望に応じて休
暇を取得できる環境整備を促進します。 

 

 
 
(２) 在籍型出向による雇用維持の支援 

経済団体、労働団体、金融機関、出向支援機
関、関係行政機関と連携し、埼玉県在籍型出向
等支援協議会での協議などを通じて、出向情報
やノウハウの共有、送出企業や受入企業開拓等
を推進し、在籍型出向を活用した雇用維持を促
進します。その際、産業雇用安定助成金も活用
できます。 

実際にこの制度を活用して、社員を他の企業
に出向させた企業からは、「雇用を守りながら、
出向社員のスキルを向上させることができた。」
という声が寄せられ、また、異業種の企業から
出向者を受け入れた企業からは、「これまでに
なかった発想やアイデアにより業務改善や職
場の活性化につながった。」といった声も寄せ
られています。 

 
 
 

 
埼玉県在籍型出向等支援協議会 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

小学校休業等対応助成金とは 
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世

話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者
に対して有給（賃金全額支給）の休暇を取得
させた事業主に対して、休暇中に支払った賃
金相当額を支給する制度です。 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・
給付金とは 

新型コロナウイルス感染症及びまん延防止
の措置の影響により休業させられた労働者の
うち、賃金（休業手当）の支払いを受けるこ
とができなかった方に対し、支給される制度
です。申請方法は、オンライン申請と郵送申
請があり、労働者の方から直接申請いただけ
ます。 

産業雇用安定助成金とは 
新型コロナウイルス感染症の影響により事

業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、在
籍型出向により労働者の雇用を維持する場合
に、出向元と出向先の双方の事業主に対し
て、賃金等の出向中の経費や出向契約書の整
備費用等の初期経費の一部を助成する制度で
す。 

在籍型出向の活用による雇用維持への支援 

（産業雇用安定センター （埼玉事務所）につい

ては p.10 の 5(2)参照） 
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22..人人手手不不足足分分野野へへのの円円滑滑なな労労働働移移動動のの推推進進  
 
(１) 人材確保 ・就職支援コーナーでの支援の推進 

医療 ・介護 ・保育、建設、警備、運輸分野な
ど雇用吸収力が高く人手不足が続いている分
野について、ハローワーク川口、熊谷、大宮及
び川越に設置している 「人材確保 ・就職支援コ
ーナー」を中心に、人材のマッチング支援を強
化します。また、潜在求職者の積極的な掘り起
こしや求人充足に向けた条件緩和指導等によ
り、重点的なマッチングを実施します。 

 
(２) 地域のニーズを踏まえた職業訓練のコース

の設定 
主に求職者の方を対象に、就職に必要な職業

スキルや知識を習得する公的職業訓練の実施
に当たり、地域の関係者が参画する協議会等に
おいて、これまでの訓練コースの実績等を踏ま
えた検証や見直し等を行い、地域のニーズをよ
り適切に反映させた訓練コースを設定します。 

 
【令和４年度に予定されている主な訓練コースの例】 

事務系 
ビジネスパソコン科 
簿記会計科 

介護系 
介護初任者科 
介護実務者科 

ＩＴ系 
IT 専門（Web クリエーター） 
プログラマー養成科 

その他 
ネイリスト養成科 
建築 CAD 科 

公的職業訓練（ハロートレーニング）の 

ロゴマーク「ハロトレくん」 

 
(３) 雇用と福祉の連携による、離職者への介護・

障害福祉分野への就職支援 
新型コロナウイルス感染症の影響による離

職者の再就職や、介護 ・障害福祉分野における
人材確保を支援するため、 

 介護 ・障害福祉分野への就職 ・転職を考え
ている方に対するハローワーク、訓練機関
及び福祉人材センターの連携強化による
就職支援 

 介護・障害福祉分野の職業訓練について、
職場見学 ・職場体験を組み込むとともに対
象人員も拡大するなど内容及び規模の充
実等を実施します。 

 
(４) 地域雇用の課題に対応し良質な雇用の実現

を図る地方公共団体の取組等の支援 
地方公共団体との連携に基づく取組等につ

いては、埼玉県をはじめ現在５市との間で締結
している 「雇用対策協定」により、地域の課題
に対する共通認識のもと雇用対策に係る相互
連携を一層促進し、良質な雇用の実現を図りま
す。 

また、国が行う無料職業紹介と地方公共団体
が実施する生活 ・福祉対策などの業務をワンス
トップで一体的に行う 「一体的実施事業」及び
ハローワークが設置されていない市町村にお
いて地方公共団体と共同で運営する 「ふるさと
ハローワーク」の積極的推進により、地域の実
情に応じた人材確保支援や多様な人材の活躍
推進に向けた取組を展開します。 

 

 
川越市雇用対策協定締結式 
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(５) 職業能力 ・職場情報 ・職業情報等の見える化
の推進 
求職者の方に対して、登録企業の基本情報や

採用等に係る職場情報を検索できる職場情報
総合サイト （「しょくばらぼ」）や、様々な職業
の概要や必要とされる知識、技能などを検索で
きる職業情報��サイト （「日本版��Ｎ�Ｔ」）
（いずれも厚生労働省サイト内）の活用を推奨
し、就職を目指す産業や職業、個々の企業での
職場イメージを持っていただき、適職選択に役
立てられるよう支援します。 
 特に、今後、職種転換を検討する求職者に対
しては、転換しようとする職業に関して理解す
る必要があるため、職業相談において 「日本版
��Ｎ�Ｔ」などを活用し、職業理解を�める
支援を行います。また、自らの職業能力やキャ
リアの 「見える化」の観点から、ジョブ・カー
ドの強化・活用促進を図ります。 
 

 

 
 

また、転職者や再就職希望者などの採用機会
の拡大を図るため、中途採用等支援助成金 （中
途採用拡大コース）により、中途採用に係る情
報を公表して 「見える化」し、採用者の増加や
定着の促進等に取り組む事業主を助成します。 

 
 

33..デデジジタタルル化化のの推推進進にに対対応応ししたた支支援援  
 
(１) 再就職に向けたデジタル分野における新た

なスキルの習得支援 
一定の要件を満たしたＩＴ分野の資格取得

を目指す公的職業訓練のコースについて、訓練
実施機関に対する訓練委託費等の上乗せによ
り、訓練コースの拡充を図ります。 

また、ハローワークにおいて、ＩＴ技術者等
のデジタル分野などにおいて生産性向上に資
する人材育成に向けた公的職業訓練の受講を
推奨し、受講につなげるとともに、訓練期間中
から訓練終了後までのきめ細かな伴走型支援
により、習得した知識 ・スキルを生かした再就
職を支援します。 

 
(２) ハローワークの職業紹介業務のオンライン・

デジタル化の推進 
オンラインによる職業相談を実施するハロ

ーワークの拡充、ハローワークインターネット
サービスによるオンラインサービスの拡充、マ
ザーズハローワークのＳＮＳ （p.24 参照）を活
用した情報発信等により、自宅でも求職活動が
できるようサービスの向上を図ります。 

 

職場情報総合サイト「しょくばらぼ」とは 
若者・女性・高齢者・障害者など様々なニ

ーズを有する働き手が、様々な観点から企業
の職場情報を横断的に検索・比較できるウェ
ブサイトです。
https://shokuba.mhlw.go.jp/index.html 

 

職業情報��サイト「日本版�����」とは 

職業について、内容、就労する方法、求め
られる知識・スキルや、どのような人が向い
ているかなどが総合的にわかるウェブサイト
です。 

https://shigoto.mhlw.go.jp 
 

 

中途採用等支援助成金（中途採用拡大コー
ス）とは 
 中途採用者の雇用管理制度を整備した上で
中途採用の拡大を図った事業主に対して支援
するものであり、中途採用の拡大を通じた生
産性の向上に取り組む事業主への支援を目的
としています。 

しょくばらぼ もしくは 職場情報総合サイト 

ジョブタグ もしくは 日本版オーネット 
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くるみん認定証の交付（株式会社エフテック） 
 
(２) 不妊治療と仕事の両立支援 

令和３年２月、次世代育成支援対策推進法に
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妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」
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等により、事業主による職場環境整備を推進し
ます。 
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くるみんプラス」）についても活用を促します。 

さらに、中小企業事業主を対象とした助成制
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促します。 

 
(３) マザーズハローワーク等による子育て中の

女性等に対する就職支援 
子育てをしながら就職を希望する女性等を

対象としたハローワークの専門窓口 （マザーズ
ハローワーク、マザーズコーナー）において、
個々の求職者のニーズに応じたきめ細かな就
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ができる求人の確保を推進します。 

 
(４) 女性活躍の推進 

改正女性活躍推進法に基づき、令和４年４月
１日より、一般事業主行動計画の策定や情報公
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に行われるよう取り組みます。 

また、「えるぼし」認定について広く周知する
とともに、認定の取得促進に向けた働きかけを
行います。 

 
 

22..新新規規学学卒卒者者等等へへのの就就職職支支援援  
 
第二の就職氷河期世代をつくらないよう、新

規学卒者等を対象に、新卒応援ハローワーク等
に配置された就職支援ナビゲーターの担当者
制によるきめ細かな個別支援を実施します。 
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女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計
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躍推進に関する状況が優良である等の事業主
は、厚生労働大臣の認定を受けることができま
す。 

えるぼし認定を受けた事業主のうち、女性の
活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良等
な事業主は「プラチナえるぼし」認定を受ける
ことができます。 

 
 
 
 
 

えるぼし     プラチナえるぼし 
埼玉県内えるぼし認定企業数 ３７社 

（令和４年２月末現在） 
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埼玉労働局調べ 

 
33..非非正正規規雇雇用用労労働働者者等等へへののママッッチチンンググややスス
テテッッププアアッッププ支支援援  
 
(１) ハローワークの就職支援ナビゲーターによ

る求職者の状況に応じたきめ細かな担当者
制支援 
新型コロナウイルス感染症の影響により離

職した非正規雇用労働者や女性の方々の早期
再就職のため、ハローワークの就職支援ナビゲ
ーターが担当制による個別支援を実施します。 

 
(２) 同一労働同一賃金など雇用形態に関わらな

い公正な待遇の確保等 
正規雇用労働者 （無期雇用フルタイム労働者）

と非正規労働者 （有期雇用労働者、パートタイ
ム労働者、派遣労働者）との間の不合理な待遇
差を解消するため、パートタイム・有期雇用労
働法及び労働者派遣法に基づき、同一労働同一
賃金の導入について周知・啓発するとともに、
先行企業の事例の収集・紹介等を行います。 

派遣労働者に関しては、派遣元事業主と派遣
先事業主の双方に対して助言 ・指導を行います。 

埼玉働き方改革推進支援センターによるワ
ンストップ相談窓口において、労務管理等の専
門家による個別訪問支援や業種別団体等に対
する支援等のきめ細かな支援を実施します。 

 

埼玉働き方改革推進支援センターでは 
中小企業・小規模事業者の皆様からの次のよ

うなご相談に、労務管理等の専門家が、電話・
メール等により無料で対応しています。 
 生産性を高めながら、賃金引上げにつなげ

たい 
 正社員とパート・契約社員との職務内容の

比較、均衡取扱いの仕方がわからない 
 助成金を活用して労務管理の改善につなげ

たい 
 
所在地：〒330-0843 

さいたま市大宮区吉敷町 1-103 
大宮大鷹ビル 306 号 

電話�号：������������ 
 

令和４年３月新規高等学校卒業予定者の求人・求職・就職内定率の推移（12 月末） 
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有期労働契約が５年を超えて更新された場
合は有期雇用労働者の申込みにより期間の定
めのない労働契約に転換されるという 「無期転
換ルール」の円滑な運用のための周知徹底を行
います。 

 
(３) 求職者支援制度による再就職支援 

雇用保険の受給資格を有しない方が、一定の
給付を受けて就職に必要な知識等を習得する
ことを支援する 「求職者支援制度」の周知及び
この制度による職業訓練の受講に向けた誘導
を積極的に行います。 

 
 
(４) フリーターへの就職支援 

フリーター（15 歳～34 歳で正社員就職を希
望する求職者）を対象に、ハローワークの就職
支援ナビゲーターが、担当者制により、求職者
一人ひとりのニーズに応じた就職プランの作
成や求人開拓、就職後の定着支援の実施など、
きめ細かな個別支援を通じて正社員就職を支
援します。 

 
(５) 離職者を試行的に雇用する事業主への支援 

これまで就労経験があまりない求職者が早
期に安定した職業に就くことができるよう、就
業 ・就職機会の拡大に向け、トライアル雇用助
成金により、こうした求職者を一定期間試行雇
用する事業主に対して賃金の一部を助成しま
す。 

 
(６) 地方公共団体と連携したハローワークにお

ける生活困窮者等に対する就労支援 

生活保護受給者等の就労自立促進のため国
と地方公共団体が一体となって支援を実施す
るハローワークの常設窓口や、定期的な巡回相
談によるワンストップ型の就労支援を実施し
ます。（P.３の 2.(4)参照） 

 
44..就就職職氷氷河河期期世世代代のの活活躍躍支支援援  
 
(１) ハローワークの専門担当者チームによる就

職相談、職業紹介、職場定着までの一貫した
伴走型支援 
ハローワークの 「35 歳からの就活サポートコ

ーナー」において、個別の支援計画に基づき、
キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、
必要な職業訓練への誘導、求職者の希望や適
性 ・能力等を踏まえた求人開拓、就職後の定着
支援などを計画的かつ総合的に実施します。 

 
職場実習・体験の実施例（金属素材の分別作業） 

 

(２) 就職氷河期世代の失業者等を正社員で雇い
入れる企業への支援 
就職氷河期世代の方を正社員として採用す

る企業に対し、特定求職者雇用開発助成金によ
る賃金助成等を通じその安定した就職機会の
拡大を図ります。 

 

求職者支援制度とは 
 再就職、転職、スキルアップを目指す方が、月
10 万円の生活支援の給付金を受給しながら無料
の職業訓練を受講する制度です。 
 訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで
ハローワークが求職活動をサポートします。 



9 
 

 
 
(３) 地域若者サポートステーションを通じた継

続的な支援 
基本的な生活習慣や社会人マナーの習得な

ど就労に当たって課題を有する無業の方々に
対し、地域若者サポートステーション （サポス
テ）において、地方公共団体の労働関係部局等
の関係者とも連携しながら、職業に就いて自立
した生活が送れるよう継続的な支援を推進し
ます。 

 

 
 
(４) 短期間で取得でき安定就労に有効な資格等

の取得支援 
安定就労につながる資格等を比較的短期間

で取得でき最終的に正社員就職につながる職
場体験型の訓練を実施します。また、訓練期間
中は、職業訓練受講給付金を給付し、生活面を
含めて安心して受講できるよう支援します。 

 

(５) 地域の関係者による協議を通じた総合的支
援の実施 
官民協働で就職氷河期世代の活躍支援に取

り組む 「埼玉県就職氷河期世代支援プラットフ
ォーム」において、就職面接会の開催等の支援
策や周知広報等の協議を行い、労働局をはじめ
参加機関が連携して、就職氷河期世代の雇入れ
や正社員化等の支援に向けた具体策の推進に
取り組むとともに、雇入れ等に係る好事例の収
集・発信を実施します。 

 
55..高高齢齢者者のの就就労労・・社社会会参参加加のの促促進進  
 
(１) 70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整

備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業へ
の支援 
70 歳までの就業機会確保に向けた環境整備

を図るため、事業主と接触する機会を捉えて、
65 歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導
入等に向けた意識啓発・機運醸成を図るほか、
高年齢労働者処遇改善促進助成金により、60 歳
から 64 歳までの高年齢労働者の処遇改善を行
う企業への助成を行います。 

また、独立行政法人高齢 ・障害 ・求職者雇用
支援機構において実施している 65 歳超雇用推
進助成金や 65 歳超雇用推進プランナー等によ
る支援との効果的な連携を行います。 

 
【70 歳以上働ける制度のある企業の状況】 

 
出典：「高年齢者の雇用状況」集計結果（埼玉労働局） 

うち70歳以上働ける
制度のある企業数

割合

H28 4,893 1,112 22.7%
H29 5,201 1,286 24.7%
H30 5,262 1,509 28.7%
R1 5,455 1,772 32.5%
R2 5,622 2,007 35.7%

従業員31人以上の企業数

年

特定求職者雇用開発助成金 
（就職氷河期世代安定雇用実現コース）とは 
 就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等
により、十分なキャリア形成がなされず、正規
雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の
紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる
事業主に対する助成金です。 

地域若者サポートステーション（サポステ） 
とは 

働くことに踏み出したい若者たちとじっくり
と向き合い、本人やご家族の方々だけでは解決
が難しい「働き出す力」を引き出し、全面的に
バックアップする就労支援機関です。 

県内には川口市、深谷市、さいたま市、春日
部市に施設があり、各ハローワークとも連携し
た就職支援を行っています。 



9 
 

 
 
(３) 地域若者サポートステーションを通じた継

続的な支援 
基本的な生活習慣や社会人マナーの習得な

ど就労に当たって課題を有する無業の方々に
対し、地域若者サポートステーション （サポス
テ）において、地方公共団体の労働関係部局等
の関係者とも連携しながら、職業に就いて自立
した生活が送れるよう継続的な支援を推進し
ます。 

 

 
 
(４) 短期間で取得でき安定就労に有効な資格等

の取得支援 
安定就労につながる資格等を比較的短期間

で取得でき最終的に正社員就職につながる職
場体験型の訓練を実施します。また、訓練期間
中は、職業訓練受講給付金を給付し、生活面を
含めて安心して受講できるよう支援します。 

 

(５) 地域の関係者による協議を通じた総合的支
援の実施 
官民協働で就職氷河期世代の活躍支援に取

り組む 「埼玉県就職氷河期世代支援プラットフ
ォーム」において、就職面接会の開催等の支援
策や周知広報等の協議を行い、労働局をはじめ
参加機関が連携して、就職氷河期世代の雇入れ
や正社員化等の支援に向けた具体策の推進に
取り組むとともに、雇入れ等に係る好事例の収
集・発信を実施します。 

 
55..高高齢齢者者のの就就労労・・社社会会参参加加のの促促進進  
 
(１) 70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整

備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業へ
の支援 
70 歳までの就業機会確保に向けた環境整備

を図るため、事業主と接触する機会を捉えて、
65 歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導
入等に向けた意識啓発・機運醸成を図るほか、
高年齢労働者処遇改善促進助成金により、60 歳
から 64 歳までの高年齢労働者の処遇改善を行
う企業への助成を行います。 

また、独立行政法人高齢 ・障害 ・求職者雇用
支援機構において実施している 65 歳超雇用推
進助成金や 65 歳超雇用推進プランナー等によ
る支援との効果的な連携を行います。 

 
【70 歳以上働ける制度のある企業の状況】 

 
出典：「高年齢者の雇用状況」集計結果（埼玉労働局） 

うち70歳以上働ける
制度のある企業数

割合

H28 4,893 1,112 22.7%
H29 5,201 1,286 24.7%
H30 5,262 1,509 28.7%
R1 5,455 1,772 32.5%
R2 5,622 2,007 35.7%

従業員31人以上の企業数

年

特定求職者雇用開発助成金 
（就職氷河期世代安定雇用実現コース）とは 
 就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等
により、十分なキャリア形成がなされず、正規
雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の
紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる
事業主に対する助成金です。 

地域若者サポートステーション（サポステ） 
とは 

働くことに踏み出したい若者たちとじっくり
と向き合い、本人やご家族の方々だけでは解決
が難しい「働き出す力」を引き出し、全面的に
バックアップする就労支援機関です。 

県内には川口市、深谷市、さいたま市、春日
部市に施設があり、各ハローワークとも連携し
た就職支援を行っています。 

10 
 

 

 
(２) ハローワークにおける生涯現役支援窓口な

どのマッチング支援 
65 歳以上の再就職支援に重点的に取り組む

ため、県内 13 か所のハローワークに設置する
「生涯現役支援窓口」において、高齢者のニー
ズ等を踏まえた職業生活の再設計に係る助言
や支援チームによる効果的なマッチング支援
を行うとともに、産業雇用安定センターにおい
て高年齢退職予定者のキャリア情報等を登録
し、その能力の活用を希望する企業に対して紹
介する 「高年齢退職予定者キャリア人材バンク
事業」の周知を図る等、効果的な連携を行いま
す。 

 
 
(３) シルバー人材センターなどによる地域にお

ける多様な就業機会の確保・提供 
高齢求職者の多様な就業ニーズに対応する

ため、シルバー人材センターが提供可能な臨時
的 ・短期的で地域の日常生活に密着した就業機
会に関する情報を定期的に把握 ・提供していま
す。高齢者で必ずしも雇用労働にとらわれずこ
うした就業を希望する方には、シルバー人材セ
ンターへの誘導を行います。 

併せて、ハローワークに求人を提出している
事業主に対しても、必要に応じ、シルバー人材
センターで取り扱う仕事を説明し、シルバー人
材センターの活用も助言します。 

 
ハローワーク川越生涯現役支援窓口 

高年齢者就業確保措置とは 
定年年齢を 65 歳以上 70 歳未満に定めている

事業主又は継続雇用制度（70 歳以上まで引き続
き雇用する制度を除く。）を導入している事業
主は、高年齢者雇用安定法に基づき、次の➀～
➄のいずれかの措置を講じるよう努める必要が
あります。（令和３年４月１日施行） 
① 70 歳までの定年引き上げ 
② 定年制の廃止 
③ 70 歳までの継続雇用制度（再雇用制度・

勤務延⾧制度）の導入 
④ 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結す

る制度の導入 
⑤ 70 歳まで継続的に以下の事業に従事でき

る制度の導入 
 a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業 
  b. 事業主が委託、出資（資金提供）等する団

体が行う社会貢献事業 
 ※ ④➄の創業支援等措置（雇用以外の措

置）については、過半数組合等の同意を得
た上で、措置を導入する必要があります。 

産業雇用安定センターとは 
失業なき労働移動を目指し、人材を送り出す

企業と人材を受け入れる企業との間に立って、
情報提供・相談等の支援を行い、再就職・出向
の成立に結び付ける人材橋渡しの業務を無料で
実施している組織です。全国４７都道府県に、
地方事務所を設置しています。 
＜埼玉事務所＞ 
〒330-0845 さいたま市大宮区仲町 3-13-1 
住友生命大宮第二ビル 2 階 
TEL 048-642-1121   
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埼玉県内もにす認定企業数 ３社
（令和４年２月末現在） 

埼玉労働局調べ 

66..障障害害者者のの就就労労促促進進  
 
(１) 中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支

援等 
県内の民間企業 （従業員 43.5 人以上企業）の

うち障害者の法定雇用率 （2.3％）を達成してい
ない企業の割合は 52.2%です。このうち、障害
者を一人も雇用していないいわゆる 「障害者雇
用ゼロ企業」が未達成企業の 61.6%を占めてい
ます。また、企業規模が小さいほど雇用率が低
くなる傾向があります。（令和３年６月１日現
在） 

このため、ハローワークと地域関係機関が連
携し、障害者雇用ゼロ企業等に対して、採用準
備段階から採用後の職場定着まで一貫したチ
ーム支援を実施し、中小企業をはじめとした障
害者雇入れ支援等の強化を図ります。 

 

 

一方、積極的に障害者雇用を進めている中小
事業主に対しては、障害者雇用に関する優良な
中小事業主に対する認定制度（「もにす認定制
度」）を周知し、その活用促進を図ります。 

 

 
 

 
もにす認定証交付式（株式会社⾧谷川製作所） 
 

(２) 精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様
な障害特性に対応した就労支援 
精神障害者、発達障害者、難病患者である求

職者について、ハローワークに専門の担当者を
配置し、多様な障害特性に対応した就職支援を
推進します。 

 

3,844 3,418
2,888 3,390

526 933

643

平成30年度 令和元 年度 令 和2年度 令和3年度

（件）

障害者の就職状況

4月～1月 2月～3月
4,3514,370

3,531 １月までの実績

「もにす」認定制度とは 
「もにす」認定制度とは、厚生労働大臣が障

害者の雇用の促進や安定に関する取り組みなど
の優良な中小企業を認定する制度です。（令和
２年４月１日施行） 

この認定制度を通じて、企業の社会的認知度
を高めることができるとともに、地域で認定を
受けた事業主が障害者雇用の身近なロールモデ
ルとして認知され、地域全体の障害者雇用の取
り組みが一層推進されることが期待できます。 

 
     

 
 

もにす 
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(３) 障害者の雇用を促進するためのテレワーク
の支援 
障害者をテレワークにより雇用したいと考

えている企業に対して、事例紹介や導入に向け
た手順等に関する企業向けガイダンス等の活
用を促し、障害者の雇用を推進するためのテレ
ワークの普及促進を図ります。 

 
(４) 公務部門における障害者の雇用促進 ・定着支

援 
公務部門における障害者雇用促進 ・職場定着

支援を推進するため、障害特性に応じた個別支
援、障害に対する理解促進のための研修等を実
施します。 

 
77..外外国国人人にに対対すするる支支援援  
 
(１) 外国人求職者等に対する就職支援 

留学生等に対し、ハローワークの 「外国人雇
用サービスコーナー」等において、留学中の早
い時期からの意識啓発やマッチング、就職後の
定着に至るまで段階に応じた支援を実施しま
す。特に、大学と就職支援協定を締結したハロ
ーワークにおいては、当該大学と連携し、外国
人留学生の国内就職推進に向け一貫した支援
を実施します。 

定住外国人等に対しては、ハローワークの
「外国人雇用サービスコーナー」において、通
訳の配置や、求人開拓、職業相談のほか、外国
人を支援するＮＰＯ法人等との連携強化によ
り、早期再就職支援及び安定的な就労の確保に
向けた支援を実施します。 

また、「外国人就労 ・定着支援研修」を実施し、
日本の職場におけるコミュニケーション能力
の向上やビジネスマナー等に関する知識の習
得を通じ、安定的な就職と職場への定着が可能
となるよう、参加者に対する就職支援等を実施
します。 

 
ハローワーク大宮外国人雇用サービスコーナー 

（英語、中国語、ポルトガル語に対応） 

 
(２) ハローワーク等における多言語相談支援体

制の整備 
県内 10 か所のハローワークに通訳員を配置

するとともに、電話や映像を用いた通訳及び翻
訳が可能な 「多言語コンタクトセンター」を活
用した職業相談、また、すべてのハローワーク
で多言語音声翻訳機器を活用し、多言語による
情報発信等により、相談支援体制の整備を図り
ます。 

 
(３) 外国人労働者の適正な雇用管理に関する助

言 ・援助等の実施、外国人労働者の雇用管理
改善に取り組む企業への支援 
適正な雇用管理の確保を図るため、事業所訪

問等による雇用管理状況の確認、改善のための
助言 ・援助等を行うとともに、雇用維持のため
の相談 ・支援等についても積極的に実施します。 

また、外国人が自らの労働条件等を十分に理
解し、適正な待遇の下で就労を継続し、その能
力を発揮できるよう、事業主向けセミナーの開
催、人材確保等支援助成金 （外国人労働者就労
環境整備助成コース）による雇用管理改善の取
組に対する助成を行います。 
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外国人留学生雇用セミナー 

 
 

 
資料出所： 「外国人雇用状況」の届出状況（埼玉労働局） 
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人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境
整備助成コース）とは 

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備
（就業規則等の多言語化など）を通じて、外国
人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して
助成する制度です。 

全国の外国人労働者数の 5.0% 
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11..安安全全でで健健康康にに働働くくここととががででききるる環環境境づづ  
くくりり  

 
(１) ウィズ・コロナ時代における職場での安全、

安心の確保 
「職場における新型コロナウイルス感染症

の拡大を防止するためのチェックリスト」、職
場における新型コロナウイルス感染症対策実
施のための 「取組の５つのポイント」及び 「新
型コロナウイルス感染症に関する Q＆A」等の
普及を図り、その活用を通じた職場における感
染症防止対策について、取組を推進します。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー 
 
労働者が職場において新型コロナウイルス

感染症に感染した場合の労災補償については、
迅速かつ的確な処理を行い、労働者等から相談
があった場合には懇切丁寧に対応します。 

(２) 労働者が安全で健康に働くことができる環
境の整備 

① 埼玉第 13 次労働災害防止計画と現状 
埼玉第 13 次労働災害防止計画は、誰もが安

心して健康に働くことができる社会を実現す
るため、国、事業者、労働者等が一体となって
重点的に取り組む事項を定めたものです。 

 

 

 
令和３年の死亡者数は 29 人であり、平成 29

年の 32 人に対し 3 人（10.3％）減少していま
す。 

  

埼玉第 13 次労働災害防止計画 
【計 画 期 間】平成 30 年度から令和４年度まで 
【計画の目標】 

1.労働災害による死亡者数の減少 
 年間死亡者数を平成 29 年と比較して 20％

以上減少（平成 29 年 32 人→25 人以下） 
 計画期間中の累計死亡者数を前期 （平成 24

年度から平成 29 年度まで）と比較して、
20％以上減少（前期 178 人→142 人以下） 

2.労働災害による死傷者数の減少 
 年間死傷者数を平成 29 年と比較して７％

以上減少 （平成 29 年 5,824 人→5,416 人以
下） 

３ 誰もが健康で生き生きと働ける職場づくり 

 
＜課題＞ 
 職場における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策をはじめ、労働者が安全で健康に働く

ことができる環境の整備 
 労働者が労働災害に被災した際の迅速かつ公正な労災保険の給付 
 働く人の意欲 ・能力が十分に発揮できる職場づくりに向けた 「働き方改革」やハラスメント防止

対策の推進 

 



令和３年における死亡者数29人の業種別内訳



令和３年における死亡者数29人の業種別内訳
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④ 転倒災害防止対策 

転倒災害は、全産業の休業４日以上の死傷者
数の約 20％を占めることから、業種横断的対策
として、「STOP！転倒災害プロジェクト」を推
進します。 

 
STOP！転倒災害プロジェクト 

 
⑤ メンタルヘルス対策 

労働者 50 名以上の事業場に対し義務付けら
れたストレスチェックについて、実施率の向上
を図ります。また、集団分析などストレスチェ
ック制度を活用したメンタルヘルス対策の取
組が促進させるよう、「労働者の心の健康の保
持増進のための指針」の周知、指導等を適切に
行います。 

 
⑥ 化学物質 ・石綿 ・粉じん等による健康障害防

止対策 

化学物質の取扱事業場に対しては、「ラベルで
アクション」を合い言葉に、ラベル表示と安全
データシート（SDS）の入手・交付の徹底、リ
スクアセスメントの実施の徹底を指導します。 

建築物の解体等の工事を行う事業者に対して
は、改正石綿障害予防規則により、令和４年４月
１日から事前調査の充実 ・強化、事前調査結果等
の届出の新設、石綿等の除去作業におけるばく露
防止措置の強化、作業計画に基づく作業の実施状
況の記録の義務化など石綿ばく露防止対策等が
強化されています。こうした制度の周知及び同規
則に基づく措置の徹底を図ります。 

粉じん障害防止については、平成 30 年度を初 
年度とする総合対策に基づきじん肺の予防対策
を推進します。 
 
⑦ 熱中症防止対策 

熱中症を予防するため、5 月から 9 月までの
期間、「STOP！熱中症 クールワークキャンペ
ーン」を実施し、講習会の開催、テレビ放送等、
あらゆる機会を通じて、JIS 規格に適合した測定
器による WBGT 値 （暑さ指数）の測定の実施と、
その結果に基づき、作業の一時中止、休憩の確保、
水分 ・塩分の補給、クールベストの着用等の必要
な措置が取られるよう周知 ・指導等を行います。 

 
⑧ 腰痛防止対策 

職業性疾病の約２割を占める腰痛を予防する
ため、「職場における腰痛予防対策指針」に基づ
く安全衛生教育の確実な実施、労働者の身体的
負担軽減に効果的とされる福祉用具や機械等の
導入促進を図ります。 

 
(３) 労働災害の被災者に対する迅速かつ公正な

労災保険の給付 
労災保険給付請求については、認定基準等に

基づいた迅速かつ公正な事務処理を徹底しま
す。 

エイジフレンドリー補助金とは 
60 歳以上の高年齢労働者を雇用する事業者

に対し、高年齢労働者に特有のリスクを低減す
るための設備等の改善などに要する経費の一
部を補助する制度です。高年齢労働者が安全で
安心して働くことのできる職場環境の整備を
促進し、労働災害の防止に資することを目的と
しています。 
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特に、受付から６か月を経過する⾧期未決事
案の発生防止を図るとともに、既に発生した⾧
期未決事案については、個別管理を徹底し、早
期処理に努めます。 

また、不正受給が生じることのないよう、労
災保険給付請求時の災害発生の事実確認等を
厳正に行います。 

過労死等事案 （脳 ・心臓疾患事案及び精神障
害事案）については、労災補償担当部署と監督 ・
安全衛生担当部署間で密接に連携しながら、厚
生労働本省が定めた認定基準に則り、的確な労
災認定を行います。 

 

 
埼玉労働局調べ 

 

 
埼玉労働局調べ 

 
石綿関連疾患に係る労災保険給付請求及び

特別遺族給付金の請求の認定に当たっては、認
定基準に基づき、的確な労災認定を行います。 

 
 
 

(４) 働き方改革の推進 
我が国が直面する少子高齢化に伴う生産年

齢人口の減少や働く方々のニーズの多様化な
どの課題に対応するためには、投資やイノベー
ションによる生産性向上とともに、働き方改革
により就業機会の拡大や意欲 ・能力を存分に発
揮できる環境づくりが求められています。 

 
① 埼玉県公労使会議における取組 

埼玉労働局、埼玉県及び労使団体が構成員と
なる 「埼玉県公労使会議 （労働施策総合推進法
に基づく協議会）」においては、令和３年度の取
組として、令和 4 年 2 月 14 日、現下のコロナ
禍にあっても働き方改革を着実に推進してい
くこと等を盛り込んだ 「埼玉働き方改革の推進
に関する共同宣言」を採択し、構成員が連携し、
県を挙げて様々な取組を推進していくことと
しています。 
 
② 埼玉働き方改革推進支援センターによる 

取組 
働き方改革に関する各種施策や支援制度に

ついて窓口相談や個別訪問支援、セミナー、オ
ンラインセミナーの実施、業種別団体等に対す
る支援を実施します。（p.7 の 3(2)参照） 

 
③ 労働基準法関連の働き方改革の主な制度 
ア ⾧時間労働の是正 

⾧時間労働が行われていると考えられる
企業への監督指導を 11 月の過労死等防止対
策啓発月間をはじめ、年間を通じて行い、過
重労働解消に取り組みます。 

⾧時間労働につながる取引環境の見直し
について、11 月のしわ寄せ防止キャンペーン
月間に集中的な周知啓発を行います。 

イ 勤務間インターバル制度 
勤務間インターバル制度について、働き方

改革推進支援助成金を活用して、⾧時間労働
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が懸念される企業等への導入促進を図りま
す。 

ウ 年次有給休暇の取得促進 
年次有給休暇の時季指定義務の周知徹底

や、時間単位年次有給休暇の導入促進を行う
とともに、10 月の 「年次有給休暇取得促進期
間」や働き方改革推進期間（7～11 月）等に
合わせて年次有給休暇を取得しやすい時期
に集中的な広報を実施します。 

 

④ 助成制度 
生産性を高めながら労働時間の短縮等に取

り組む中小企業 ・小規模事業者等に対して、働
き方改革推進支援助成金による助成を行いま
す。 

 
 

 
働き方改革説明会 

 
(５) 労働条件の確保・改善対策 

① 法定労働条件の確保等 
事業場における労働基準関係法令の遵守の

徹底を図るとともに、重大又は悪質な事案に対
しては、司法処分を含め厳正に対処します。 

「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン」の周知を
行うとともに、監督指導時に同ガイドラインに
基づく労働時間管理が行われているかを確認
し、賃金不払残業が認められた場合はその是正
を指導します。 

 
② 若者の 「使い捨て」が疑われる企業への取

組 

埼玉働き方改革の推進に関する共同宣言（抄） 
埼玉県公労使会議 

令和４年 2 月 14 日署名 
 

日本労働組合総連合会埼玉県連合会、一般社
団法人埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会
連合会、埼玉県中小企業団体中央会、一般社団法
人埼玉県経営者協会、埼玉中小企業家同友会、埼
玉県、埼玉労働局の８者は、働き方改革の推進及
びウィズ・ポストコロナ時代に対応した以下の
事項について連携して進めていくことを宣言す
る。 

記 
1. 労働者の多様な事情に応じて雇用の安定を

図るため、各種支援策等が十分に活用され
るよう積極的に周知を行います。 

2. 生産性向上の取組に対する支援を行うとと
もに、⾧時間労働の是正や年次有給休暇の
取得促進に向けた取組を図るなど、働きや
すい職場づくりを推進します。 

3. 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
等、誰もが納得して働き続けられる環境整
備に取り組みます。 

4. 「新しい生活様式」に対応したテレワーク
や在宅勤務等の働き方や労働者個々の事情
に応じた多様で柔軟な働き方を選択できる
環境の整備に取り組みます。 

5. 埼玉県内の働き方改革について、取組状況
や各種支援策等について情報共有し、取組
を推進します。 

働き方改革推進支援助成金とは 
働き方改革に取り組む中小企業事業主を対

象に、労働時間の短縮、年次有給休暇の取得促
進、勤務間インターバル制度の導入などの環境
整備に必要な費用の一部を助成する制度です。 

「労働時間短縮 ・年休促進支援コース」、 「勤
務間インターバル導入コース」、 「労働時間適正
管理推進コース」及び 「団体推進コース」があ
ります。 
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⾧時間残業や休みなしの勤務を余儀なくさ
れるなど職場の勤務条件について悩みや疑問
をお持ちの若年労働者に対して、平日夜間 ・土
日に無料で相談を受ける 「労働条件相談ほっと
ライン」、労働条件ポータルサイト 「確かめよう
労働条件」、大学生 ・高校生等を対象とした労働
条件セミナーについて周知を図り、事案の内容
に応じて監督指導等を実施するなど必要な対
応を行います。 
 

 
 

 

 
高校生を対象とした労働条件セミナー 

 
③ 申告・相談等への迅速・適切な対応 

新型コロナウイルス感染症の影響によるも
のも含め、労働者からの賃金不払、解雇等の申

告 ・相談等や、企業倒産による未払賃金の立替
払に迅速・適切に対応します。 

県内で増加している外国人労働者に対応す
るため、埼玉労働局労働基準部監督課に外国人
労働者相談コーナーを設置しています。 

 

 
 

 
外国語による相談対応 

 
④ 「労災かくし」排除に係る対策の一層の推進 

「労災かくし」の排除を期すため、その防止
に向けた周知 ・啓発を図るとともに、引き続き、
労災補償担当部署と監督 ・安全衛生担当部署間
で連携を図りつつ、事案の把握及び調査を行い、
「労災かくし」が明らかになった場合には、司
法処分を含め厳正に対処します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

「労災かくし」は犯罪です 

フリーダイヤル 

� ������������ 
開設時間 
月～金：１７：００～２２：００ 
土・日・祝日：９：００～２１：００ 

※１２月２９日～１月３日を除く 

http://www.check-roudou.mhlw.go.jp
労働基準関係法令の紹介や、事案に応じた相
談先の紹介を行うなど、労働条件の悩みの解
消や、労務管理の改善に役立つポータルサイ
トです。 

 
開設時間 9:00～12:00,13:00-16:30  
英語    ☎ 048-816-3596 
中国語   ☎ 048-816-3597 
ベトナム語 ☎ 048-816-3598 

労働条件相談ほっとライン 

確かめよう労働条件 

外国人労働者相談コーナー 
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(６) 総合的なハラスメント対策の推進 
令和４年４月１日から、パワーハラスメント

防止措置が中小企業においても義務化された
ことを踏まえ、防止措置を講じていない事業主
に対し指導を実施すること等により法の履行
確保を図ります。 

 
職場におけるハラスメントの撲滅に向けて、

12 月の 「職場のハラスメント対策強化月間」を
中心に、埼玉県と連携して事業主、労働者向け
セミナーの開催、個別相談会の実施等による集
中的な周知啓発を実施します。 

 
ハラスメント対策セミナー 

カスタマーハラスメント （顧客等からの著し
い迷惑行為）の防止対策を推進するため、令和
４年 2 月に策定された 「カスタマーハラスメン
ト対策企業マニュアル」を活用して企業の取組
を促します。 

 
 

 

職場におけるパワーハラスメントとは 
職場で行われる、①～③の要素をすべて満た

す行為をいいます。 
① 優越的な関係を背景とした言動 
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 
③ 労働者の就業環境が害されるもの 

※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行

われる適正な業務指示や指導は該当しません。 

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
とは 

カスタマーハラスメントを想定した事前の
準備、実際に起こった際の対応など、カスタマ
ーハラスメント対策の基本的な枠組みが記載
されています。 

企業等の皆様にカスタマーハラスメント対
策の必要性をご理解いただき、自主的な取組を
行っていただくことを目的に作成されました。 

パワーハラスメント防止措置とは 
事業主は、労働施策総合推進法に基づき、以

下の措置を講じなければなりません。 
 

1. 職場におけるパワハラの内容・パワハラを
行ってはならない旨の方針を明確化し、労
働者に周知・啓発すること 

2. 行為者について、厳正に対処する旨の方
針・対処の内容を就業規則等の文書に規定
し、労働者に周知・啓発すること 

3. 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知
すること 

4. 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応
じ、適切に対応できるようにすること 

5. 事実関係を迅速かつ正確に確認すること 
6. 事実関係の確認ができた場合、速やかに被

害者に対する配慮のための措置を適正に行
うこと 

7. 事実関係の確認ができた場合、行為者に対
する措置を適正に行うこと 

8. 再発防止に向けた措置を講ずること 
9. 相談者・行為者等のプライバシーを保護す

るために必要な措置を講じ、その旨労働者
に周知すること 

10. 相談したこと等を理由として、解雇その他
不利益取扱いをされない旨を定め、労働者
に周知・啓発すること 
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22..柔柔軟軟なな働働きき方方ががししややすすいい環環境境整整備備  
 
(１) 良質なテレワークの導入・定着促進 

雇用型テレワークについて、適正な労務管理
下における良質なテレワークの普及促進を図
るため、様々な機会を捉え、 「テレワークの適切
な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
や 「人材確保等支援助成金 （テレワークコース）」
の周知を図るとともに、令和４年度から設置さ
れるテレワーク相談センター（全国センター・
地域センター （仮称））で行われるセミナーの参
加等の働きかけを行うなど、同センターとの間
で緊密な連携を図ります。 

 
(２) フリーランスに係る支援 

フリーランスと発注者との契約のトラブル
についての相談があった際には「フリーラン
ス・トラブル 110 番」を紹介するなどの支援を
行います。 

 
33..最最低低賃賃金金  ・・賃賃金金のの引引上上げげにに向向けけたた生生産産性性向向
上上等等のの推推進進  
 
(１) 生産性向上等に取り組む企業への支援 

最低賃金については、「経済財政運営と改革
の基本方針 2021」においても早期に加重平均
1,000 円とすることを目指すとされており、生
産性向上に取り組む中小企業 ・小規模事業者へ
の支援強化等、中小企業 ・小規模事業者が賃上
げしやすい環境の整備に取り組むことが不可
欠となっています。 

そのため、新型コロナウイルス感染症の影響
で、特に業況が厳しい中小企業事業主を支援す
る業務改善助成金により、業務改善や生産性向
上に係る企業のニーズに応え、賃金引上げを支
援します。 

また、埼玉働き方改革推進支援センターによ
るワンストップ相談窓口において、生産性向上
等に取り組む事業者に対して、労務管理等の専

門家による電話 ・メール等による相談支援 （無
料）を行います。 

 

 
 
(２) 最低賃金制度の適切な運営 

埼玉県内の事業場で働く全ての労働者に適用
される 「埼玉県最低賃金」及び特定の産業の基幹
的労働者に適用される 「特定 （産業別）最低賃金」
といった二つの最低賃金制度について、あらゆ
る機会を通じて周知に努め、履行が図られるよ
う取り組みます。なお、最低賃金の履行確保上問
題があると考えられる業種等を重点とした監督
指導を行います。 

【埼玉県最低賃金】 

 
  

時間額 改正発効日

956円 R3.10.1

974円

981円

990円

990円

988円

特
定
（

産
業
別
）

最
低
賃
金

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

光学機械器具・レンズ、時計・同部分
品製造業

R3.12.1

最低賃金件名

埼玉県最低賃金

非鉄金属製造業最低賃金

輸送用機械器具製造業

自動車小売業

業務改善助成金とは 
中小企業 ・小規模事業者の生産性向上を支援

し、事業場内で最も低い賃金 （事業場内最低賃
金）の引上げを図るための制度です。生産性向
上のための設備投資等 （機械設備、コンサルテ
ィング導入や人材育成 ・教育訓練）を行い、事
業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、
その設備投資などにかかった費用の一部を助
成します。 
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22..柔柔軟軟なな働働きき方方ががししややすすいい環環境境整整備備  
 
(１) 良質なテレワークの導入・定着促進 

雇用型テレワークについて、適正な労務管理
下における良質なテレワークの普及促進を図
るため、様々な機会を捉え、 「テレワークの適切
な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
や 「人材確保等支援助成金 （テレワークコース）」
の周知を図るとともに、令和４年度から設置さ
れるテレワーク相談センター（全国センター・
地域センター （仮称））で行われるセミナーの参
加等の働きかけを行うなど、同センターとの間
で緊密な連携を図ります。 

 
(２) フリーランスに係る支援 

フリーランスと発注者との契約のトラブル
についての相談があった際には「フリーラン
ス・トラブル 110 番」を紹介するなどの支援を
行います。 

 
33..最最低低賃賃金金  ・・賃賃金金のの引引上上げげにに向向けけたた生生産産性性向向
上上等等のの推推進進  
 
(１) 生産性向上等に取り組む企業への支援 

最低賃金については、「経済財政運営と改革
の基本方針 2021」においても早期に加重平均
1,000 円とすることを目指すとされており、生
産性向上に取り組む中小企業 ・小規模事業者へ
の支援強化等、中小企業 ・小規模事業者が賃上
げしやすい環境の整備に取り組むことが不可
欠となっています。 

そのため、新型コロナウイルス感染症の影響
で、特に業況が厳しい中小企業事業主を支援す
る業務改善助成金により、業務改善や生産性向
上に係る企業のニーズに応え、賃金引上げを支
援します。 

また、埼玉働き方改革推進支援センターによ
るワンストップ相談窓口において、生産性向上
等に取り組む事業者に対して、労務管理等の専

門家による電話 ・メール等による相談支援 （無
料）を行います。 

 

 
 
(２) 最低賃金制度の適切な運営 

埼玉県内の事業場で働く全ての労働者に適用
される 「埼玉県最低賃金」及び特定の産業の基幹
的労働者に適用される 「特定 （産業別）最低賃金」
といった二つの最低賃金制度について、あらゆ
る機会を通じて周知に努め、履行が図られるよ
う取り組みます。なお、最低賃金の履行確保上問
題があると考えられる業種等を重点とした監督
指導を行います。 

【埼玉県最低賃金】 

 
  

時間額 改正発効日

956円 R3.10.1

974円

981円

990円

990円

988円

特
定
（

産
業
別
）

最
低
賃
金

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

光学機械器具・レンズ、時計・同部分
品製造業

R3.12.1

最低賃金件名

埼玉県最低賃金

非鉄金属製造業最低賃金

輸送用機械器具製造業

自動車小売業

業務改善助成金とは 
中小企業 ・小規模事業者の生産性向上を支援

し、事業場内で最も低い賃金 （事業場内最低賃
金）の引上げを図るための制度です。生産性向
上のための設備投資等 （機械設備、コンサルテ
ィング導入や人材育成 ・教育訓練）を行い、事
業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、
その設備投資などにかかった費用の一部を助
成します。 
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44..治治療療とと仕仕事事のの両両立立支支援援  
 

治療と仕事の両立を図るための取組は、労働者
の健康確保、事業場の組織や事業の活性化を図る
上で重要な意義があります。このため、「埼玉産業
保健総合支援センター」と連携して、「事業場にお
ける治療と仕事の両立支援のためのガイドライ
ン」及び 「企業と医療機関の連携のためのマニュ
アル」の周知を行うとともに、治療と仕事の両立
支援に取り組む事業者に対する助成金制度につ
いて、その周知、利用勧奨を行います。 

また、埼玉労働局に設置の 「埼玉県両立支援推
進チーム」の活動を通して、地域の関係者 （埼玉
県、医療機関、労使団体等）が連携し、両立支援
に係る関係施策の横断的な取組の促進を図りま
す。 
 
55..労労働働保保険険適適用用徴徴収収業業務務のの適適正正なな運運営営  
 
(１) 労働保険の未手続事業一掃対策の推進 

労働保険は、原則として労働者を一人でも雇
っていれば、事業主は加入の義務があります。
労働保険の加入義務が履行されるよう、積極的
な広報活動を実施します。 

また、未手続事業場の的確な把握に努め、訪
問指導の実施など、計画的な未手続一掃対策の
推進を図ります。度重なる指導に関わらず、自
主的に加入手続をとらない事業主に対しては、
職権による成立手続を行います。 

労働保険適用事業場数は、令和 4 年 1 月末に
おいて、207,071 事業場となり、年々着実に増
加しています。 

 
埼玉労働局調べ 

 

(２) 労働保険料及び一般拠出金の適正徴収 
労働局ホームページや市町村広報誌等によ

り、適正な申告納付をはじめ、口座振替制度の
利用勧奨及び各納期限内の完全納付に向けた
周知・広報等を実施します。 

 
広報活動 

また、労働保険料等を滞納している事業主に
対し、電話 ・文書 ・臨場等による納付の督励を
行うなど、計画的な自主納付の指導を実施しま
す。 

度重なる指導にも関わらず、なお滞納を継続
する場合は、国税徴収法に基づく滞納処分等に
より確実に強制徴収するなど、実効ある滞納整
理を実施し、労働保険料等の更なる収納率の向
上を図ります。 

【徴収決定額、収納額、収納率】 

  
埼玉労働局調べ 

徴収決定額（億円） 収納額（億円） 収納率（％）

H29年度末 820 807 98.44

H30年度末 832 821 98.68

R1年度末 848 837 98.74

R2年度末 869 855 98.33
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埼玉労働局関係機関 
産業保健サービスの提供機関 
産業保健総合支援センター 

産業保健スタッフの活動の支援をしています 

地域産業保健センター 
健康相談や事業場訪問を行っています 
浦和地域産業保健センター（浦和医師会）  048-824-6842 
与野地域産業保健センター 048-852-6149 
朝霞地域産業保健センター 048-464-4666 
川口地域産業保健センター 048-225-0933 
大宮地域産業保健センター 048-651-5050 
熊谷地域産業保健センター 0495-22-5038 
川越地域産業保健センター 080-7624-6395 
春日部地域産業保健センター 080-4380-3880 
所沢地域産業保健センター 04-2992-8026 
行田地域産業保健センター 048-556-8040 
秩父地域産業保健センター 0494-23-2149 

総合労働相談コーナー 
労働問題全般の相談や情報提供をしています 
埼玉労働局総合労働相談コーナー 
(埼玉労働局雇用環境・均等室と監督署に併設) 次頁、裏表紙参照 

職業紹介・職業相談専門機関 
ハローワークプラザ 
 駅の近くで利便性を図っています 

ハローワークプラザ大宮 048-658-1145 
ハローワークプラザ川口 048-255-8070 
ハローワークプラザ所沢 04-2993-5334 

わかものハローワーク（コーナー、窓口） 
正規雇用を目指す若者を支援しています 
埼玉わかものハローワーク 048-658-8609 
ハローワーク川越わかもの支援コーナー 049-242-0197 
ハローワーク所沢わかもの支援コーナー 04-2992-8609 
ハローワーク熊谷わかもの支援窓口 048-522-5656 
ハローワーク春日部わかもの支援窓口 048-736-7611 
ハローワーク越谷わかもの支援窓口 048-969-8609 

マザーズハローワーク（コーナー） 
子育て中の方等を対象としています 
マザーズハローワーク大宮 048-856-9500 
ハローワーク川口マザーズコーナー 048-251-2901 
ハローワーク熊谷マザーズコーナー 048-522-5656 
ハローワーク川越マザーズコーナー 049-242-0197 
ハローワーク所沢マザーズコーナー 04-2993-5334 
ハローワーク越谷マザーズコーナー 048-969-8609 
埼玉しごとセンターマザーズコーナー 048-826-5049 

新卒応援ハローワーク 
新規学卒者（既卒 3 年以内含む）を支援しています 
埼玉新卒応援ハローワーク 048-650-2234 

35歳からの就活サポートコーナー（就職氷河期世代専門窓口） 
就職氷河期世代の方を支援する専門窓口です 

ハローワーク川口 
35 歳からの就活サポートコーナー 048-251-2901 
ハローワークプラザ大宮 
35 歳からの就活サポートコーナー 048-658-1145 

ハローワーク川越 
35 歳からの就活サポートコーナー 049-242-0197 
埼玉しごとセンター 
35 歳からの就活サポートコーナー 048-762-6522 

 
一体的実施施設 
埼玉しごとセンター 

国と埼玉県が一体となって運営している施設です 
ハローワークコーナー 048-826-5048 
わかもの支援コーナー 048-762-6522 
新卒コーナー 048-762-6522 

 

国と地方公共団体が一体的事業を行っています 
ジョブスポットしき 048-473-1069 
ジョブプラザちちぶ 0494-24-5222 
所沢市福祉・就労連携支援コーナー 04-2998-9201 
川口市就労支援コーナー 048-259-9009 
さいたま市ジョブスポット一覧  

ジョブスポット西 048-620-2721 
ジョブスポット北 048-669-6005 
ジョブスポット大宮 048-646-3286 
ジョブスポット見沼 048-681-6056 
ジョブスポット中央 048-840-6090 
ジョブスポット桜 048-856-6260 
ジョブスポット浦和 048-829-6126 
ジョブスポット南 048-844-7227 
ジョブスポット緑 048-712-1168 
ジョブスポット岩槻 048-790-0205 

ワークステーションさいたま 048-755-9211 
よりいジョブセンター 048-586-1331 
川越しごと支援センター 049-238-6700 
ジョブサポートこうのす 048-577-3517 
ジョブスポット草加 048-922-0186 
ジョブスポットふじみ野 049-257-8388 

ふるさとハローワーク 
国と市町村が共同で運営しています 
戸田市ふるさとハローワーク 048-434-6817 
深谷市ふるさとハローワーク 048-551-2501 
上尾市ふるさとハローワーク 048-773-3500 
鶴ヶ島市ふるさとハローワーク 049-272-4001 
坂戸市ふるさとハローワーク 049-284-0038 
狭山市ふるさとハローワーク 04-2952-0901 
久喜市ふるさとハローワーク 0480-29-2768 
羽生市ふるさとハローワーク 048-560-3001 
三郷市ふるさとハローワーク 048-959-4102 
新座市ふるさとハローワーク 048-477-1859 
加須市ふるさとハローワーク 0480-62-8282 
富士見市ふるさとハローワーク 049-253-8581 
八潮市ふるさとハローワーク 048-998-8609 
和光市ふるさとハローワーク 048-464-8609 
入間市ふるさとハローワーク 04-2962-8609 
ふじみ野市ふるさとハローワーク 049-266-0200 
幸手市ふるさとハローワーク 0480-43-8609 

  

埼玉産業保健総合支援センター 048-829-2661 
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埼玉労働局関係機関 
産業保健サービスの提供機関 
産業保健総合支援センター 

産業保健スタッフの活動の支援をしています 

地域産業保健センター 
健康相談や事業場訪問を行っています 
浦和地域産業保健センター（浦和医師会）  048-824-6842 
与野地域産業保健センター 048-852-6149 
朝霞地域産業保健センター 048-464-4666 
川口地域産業保健センター 048-225-0933 
大宮地域産業保健センター 048-651-5050 
熊谷地域産業保健センター 0495-22-5038 
川越地域産業保健センター 080-7624-6395 
春日部地域産業保健センター 080-4380-3880 
所沢地域産業保健センター 04-2992-8026 
行田地域産業保健センター 048-556-8040 
秩父地域産業保健センター 0494-23-2149 

総合労働相談コーナー 
労働問題全般の相談や情報提供をしています 
埼玉労働局総合労働相談コーナー 
(埼玉労働局雇用環境・均等室と監督署に併設) 次頁、裏表紙参照 

職業紹介・職業相談専門機関 
ハローワークプラザ 
 駅の近くで利便性を図っています 

ハローワークプラザ大宮 048-658-1145 
ハローワークプラザ川口 048-255-8070 
ハローワークプラザ所沢 04-2993-5334 

わかものハローワーク（コーナー、窓口） 
正規雇用を目指す若者を支援しています 
埼玉わかものハローワーク 048-658-8609 
ハローワーク川越わかもの支援コーナー 049-242-0197 
ハローワーク所沢わかもの支援コーナー 04-2992-8609 
ハローワーク熊谷わかもの支援窓口 048-522-5656 
ハローワーク春日部わかもの支援窓口 048-736-7611 
ハローワーク越谷わかもの支援窓口 048-969-8609 

マザーズハローワーク（コーナー） 
子育て中の方等を対象としています 
マザーズハローワーク大宮 048-856-9500 
ハローワーク川口マザーズコーナー 048-251-2901 
ハローワーク熊谷マザーズコーナー 048-522-5656 
ハローワーク川越マザーズコーナー 049-242-0197 
ハローワーク所沢マザーズコーナー 04-2993-5334 
ハローワーク越谷マザーズコーナー 048-969-8609 
埼玉しごとセンターマザーズコーナー 048-826-5049 

新卒応援ハローワーク 
新規学卒者（既卒 3 年以内含む）を支援しています 
埼玉新卒応援ハローワーク 048-650-2234 

35歳からの就活サポートコーナー（就職氷河期世代専門窓口） 
就職氷河期世代の方を支援する専門窓口です 

ハローワーク川口 
35 歳からの就活サポートコーナー 048-251-2901 
ハローワークプラザ大宮 
35 歳からの就活サポートコーナー 048-658-1145 

ハローワーク川越 
35 歳からの就活サポートコーナー 049-242-0197 
埼玉しごとセンター 
35 歳からの就活サポートコーナー 048-762-6522 

 
一体的実施施設 
埼玉しごとセンター 

国と埼玉県が一体となって運営している施設です 
ハローワークコーナー 048-826-5048 
わかもの支援コーナー 048-762-6522 
新卒コーナー 048-762-6522 

 

国と地方公共団体が一体的事業を行っています 
ジョブスポットしき 048-473-1069 
ジョブプラザちちぶ 0494-24-5222 
所沢市福祉・就労連携支援コーナー 04-2998-9201 
川口市就労支援コーナー 048-259-9009 
さいたま市ジョブスポット一覧  

ジョブスポット西 048-620-2721 
ジョブスポット北 048-669-6005 
ジョブスポット大宮 048-646-3286 
ジョブスポット見沼 048-681-6056 
ジョブスポット中央 048-840-6090 
ジョブスポット桜 048-856-6260 
ジョブスポット浦和 048-829-6126 
ジョブスポット南 048-844-7227 
ジョブスポット緑 048-712-1168 
ジョブスポット岩槻 048-790-0205 

ワークステーションさいたま 048-755-9211 
よりいジョブセンター 048-586-1331 
川越しごと支援センター 049-238-6700 
ジョブサポートこうのす 048-577-3517 
ジョブスポット草加 048-922-0186 
ジョブスポットふじみ野 049-257-8388 

ふるさとハローワーク 
国と市町村が共同で運営しています 
戸田市ふるさとハローワーク 048-434-6817 
深谷市ふるさとハローワーク 048-551-2501 
上尾市ふるさとハローワーク 048-773-3500 
鶴ヶ島市ふるさとハローワーク 049-272-4001 
坂戸市ふるさとハローワーク 049-284-0038 
狭山市ふるさとハローワーク 04-2952-0901 
久喜市ふるさとハローワーク 0480-29-2768 
羽生市ふるさとハローワーク 048-560-3001 
三郷市ふるさとハローワーク 048-959-4102 
新座市ふるさとハローワーク 048-477-1859 
加須市ふるさとハローワーク 0480-62-8282 
富士見市ふるさとハローワーク 049-253-8581 
八潮市ふるさとハローワーク 048-998-8609 
和光市ふるさとハローワーク 048-464-8609 
入間市ふるさとハローワーク 04-2962-8609 
ふじみ野市ふるさとハローワーク 049-266-0200 
幸手市ふるさとハローワーク 0480-43-8609 

  

埼玉産業保健総合支援センター 048-829-2661 
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■労働基準監督署（労働基準関係法令に関する相談・指導、労災保険給付） 

■ハローワーク（従業員の募集・採用に関する相談、求人の受理、職業紹介） 

署 名 所       在       地 電 話 番 号 

さ い た ま 
〒330-6014 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー１４階 

労働条件 048�600-4801 労災保険 048�600-4802 
安全衛生 048�600-4820 総合労働相談コーナー 048�614-9977 

川  口 
〒332-0015 川口市川口 2-10-2 

労働条件 048�252-3773 労災保険 048�252-3804 
安全衛生 048�498-6640 総合労働相談コーナー 048�498-6648 

熊  谷 
〒360-0856 熊谷市別府 5-95 

労働条件 048-533-3611 労災保険 048-511-7002 
安全衛生 048-511-7001 総合労働相談コーナー 048-511-7010 

川  越 
〒350-1118 川越市豊田本 1-19-８ 川越合同庁舎 2 階 

労働条件 049�242-0891 労災保険 049�242-0893 
安全衛生 049�242-0892 総合労働相談コーナー 049�210-9334 

春 日 部 
〒344-8506 春日部市南 3-10-13 

労働条件 048�735-5226 労災保険 048�735-5228 
安全衛生 048�735-5227 総合労働相談コーナー 048�614-9968 

所   沢 
〒359-0042 所沢市並木 6-1-3 所沢合同庁舎 3 階 

労働条件 04-2995-2555 労災保険 04-2995-2586 
安全衛生 04-2995-2582 総合労働相談コーナー 04-2003-6967 

行   田 〒361-8504 行田市桜町 2-6-14 048-556-4195 

秩   父 〒368-0024 秩父市上宮地町 23-24 0494-22-3725 

所 名 所       在       地 電 話 番 号 

川  口 
〒332-0031 川口市青木 3-2-7  ※ 求人部門については、ハローワークプラザ川口 048-251-2901 

〒332-0015 
※求人部門については、ハローワーク川口駅前庁舎 
川口市川口３-２-２リプレ川口一番街２号棟１階 048-229-8609 

熊  谷 〒360-0014 熊谷市箱田 5-6-2 048-522-5656 

本庄出張所 〒367-0053 本庄市中央 2-5-1 0495-22-2448 

大  宮 
〒330-0852 さいたま市大宮区大成町 1-525 048-667-8609 

〒330-0854 
※新規学卒求人については、埼玉新卒応援ハローワーク 
さいたま市大宮区桜木町１-9-4 エクセレント大宮ビル６階 048-650-2234 

川  越 〒350-1118 川越市豊田本 1-19-８ 川越合同庁舎 1 階 049-242-0197 

東松山出張所 〒355-0073 東松山市上野本 1088-4 0493-22-0240 

浦  和 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤 5-8-40 048-832-2461 

所  沢 〒359-0042 所沢市並木 6-1-3  所沢合同庁舎 1・2 階 04-2992-8609 

飯能出張所 〒357-0021 飯能市双柳 94-15  飯能合同庁舎 042-974-2345 

秩  父 〒369-1871 秩父市下影森 1002-1 0494-22-3215 

春 日 部 〒344-0036 春日部市下大増新田 61-3 048-736-7611 

行  田 〒361-0023 行田市⾧野 943 048-556-3151 

草  加 〒340-8509 草加市弁天 4-10-7 048-931-6111 

朝  霞 〒351-0011 朝霞市本町１-１-37 048-463-2233 

越   谷 〒343-0023 越谷市東越谷1-5-6 048-969-8609 
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